
小規模事業者経営改善資金制度

※本融資のご利用については、決算・確定申告内容等から判断した結果、お客様のご希望に添えない場合があります。

融資機関は安心の

日本政策
金融公庫

低金利

1.21％
（令和4年1月4日現在）

（令和4年1月4日現在） （※当初3年間の特別金利）

融資限度額
最大

2000万円

別枠 1000万円

無担保、
無保証人、
保証料なし！

返済期間返済期間 運転資金７年以内（据置１年以内）　設備資金10年以内（据置2年以内）

ご利用条件ご利用条件 ・ 常時使用する従業員が20人以下 (商業・サービス業は５人以下)
・ 千葉市内で最近１年以上事業を継続していること
・ 所得税(法人税)、事業税、市・県民税等を納期限内に完納していること
・ 日本政策金融公庫国民生活事業の融資対象業種であること

安心して借りられる、商工会議所を窓口とした 国の融資制度！国の融資制度！

新型コロナウイルス対策マル経融資新型コロナウイルス対策マル経融資
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近１カ月間等の売上高、または過去６カ月（最近１カ月
を含みます）の平均売上高が前３年のいずれかの年の同期と比較して５％以上減少している方

特別枠創設

特別金利1.21％  → 0.31％利率引き下げ

資金調達や経営に関するご相談について

商工会議所からのお知らせ

千葉商工会議所  経営支援課　TEL　043ー227ー4103　【業務時間】 平日９：00～17：00
〒260-0013  千葉市中央区中央２－５－１千葉中央ツインビル２号館13階


